
ネーミングライツ誓約書


　壱岐市社会教育施設ネーミングライツ・スポンサー募集の申し込みにあたり、下記のとおり誓約します。

記

１．壱岐市社会教育施設ネーミングライツ・スポンサー募集要項（以下、「募集要項」という）を確認し、充分に理解した上で申し込みを行います。

２．募集要項中「３．募集概要（８）応募資格」をすべて満たしています。

３．ネーミングライツ・スポンサーとして決定を受けたときは、愛称、命名権料
等の決定内容及びネーミングライツ・スポンサー名を、壱岐市がホームページ
等により公表することを了承します。

４．ネーミングライツ・スポンサーとして決定を受けて壱岐市と契約をした後に、
　募集要項中「３．募集概要（９）応募資格」を欠くこととなったとき、又は社
　会的信用を著しく損なうなどネーミングライツ・スポンサーとしてふさわしく
　ないと認められたときは、壱岐市がネーミングライツ・スポンサーの決定を取
り消し、当該契約の解除の措置を取ることを了承します。

５．上記４の場合において、既に支払済みの命名権料は返還されないことを了承
　します。
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